
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
号
）

一

宿
泊
料
の
名
称
を
宿
泊
費
に
改
め
、
宿
泊
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
上
限
付
き
の
実
費
支
給
と

し
、
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
必
要
な
諸
雑
費
に
つ
い
て
は
宿
泊
手
当
を
設
け
て
定
額
支
給
と
す
る
こ
と

と
し
た
。

二

食
卓
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

日
額
旅
費
の
支
給
対
象
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

航
空
賃
に
つ
い
て
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
な
座
席
指
定
料
金
及
び
運
賃
等
に
付
随
す
る
費
用
を

支
給
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

渡
航
雑
費
に
つ
い
て
、
外
国
旅
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
費
用
を
支
給
対
象
と
す

る
こ
と
と
し
た
。

六

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

七

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

八

一
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

知
事
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
号
）

一

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
五
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
六
月
期
及
び
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
二
・
五
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

一
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
号
）

一

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

１

育
児
を
行
う
職
員
に
時
間
外
勤
務
を
さ
せ
な
い
こ
と
と
す
る
制
度
の
対
象
と
な
る
職
員
の
範
囲

を
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
が
あ
る
職
員
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
あ
る
職

員
に
拡
大
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

任
命
権
者
は
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
支
援
制
度
を
利
用
し
や
す
い
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す

る
措
置
等
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

３

休
憩
時
間
を
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
と
し
た
。

４

職
員
の
申
告
を
考
慮
し
た
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
え
る
こ
と
と
し
た
。

二

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

非
常
勤
職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
要
件
に
係
る
勤
務
日
数
の
算
定
に
お
い
て
、
当
該
職
員
が
一
の

４
に
係
る
規
定
の
適
用
を
受
け
て
勤
務
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
、
か
つ

、
勤
務
し
た
全
て
の
日
を
勤
務
日
数
に
含
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

一
の
４
に
係
る
規
定
の
適
用
を
受
け
て
勤
務
す
る
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
場
合
の
勤
務

の
形
態
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

第
一
号
任
期
付
研
究
員
が
裁
量
に
よ
る
勤
務
を
す
る
場
合
に
は
、
一
の
４
に
係
る
規
定
を
適
用
し

な
い
こ
と
と
し
た
。



五

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
一
部
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

六

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
一
の
４
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

２

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例

３

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

４

徳
島
県
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

●

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
号
）

一

市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
次
に
掲
げ
る
法
令
の
事
務
の
範
囲
及
び
そ
の
事
務
を
処
理
す
る

市
町
村
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

１

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

２

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律

３

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

４

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

二

市
町
村
が
処
理
し
て
い
る
次
に
掲
げ
る
法
令
の
事
務
の
範
囲
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

１

農
地
法

２

森
林
法

３

都
市
再
開
発
法
施
行
規
則

４

都
市
緑
地
法

三

次
に
掲
げ
る
法
令
の
事
務
を
処
理
す
る
市
町
村
の
範
囲
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

１

学
校
教
育
法

２

私
立
学
校
法

四

農
地
法
及
び
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

五

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

六

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

七

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
の
１
、
二
の
１

及
び
四
に
つ
い
て
は
、
食
料
の
安
定
供
給
の
た
め
の
農
地
の
確
保
及
び
そ
の
有
効
な
利
用
を
図
る
た

め
の
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。

●

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
五
号
）

一

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
所

要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
徳
島
県
条
例
第

四
十
一
号
）

２

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
五

号
）

３

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
三

号
）



４

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
二

号
）

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
号
）

一

就
業
促
進
手
当
の
う
ち
就
業
手
当
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

失
業
者
の
退
職
手
当
に
係
る
暫
定
措
置
に
つ
い
て
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た

職
員
ま
で
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
等
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
七
号
）

一

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
等
」
と

い
う
。
）
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
吏
員
恩
給
条
例

２

土
木
施
設
及
び
工
事
取
締
条
例

３

徳
島
県
税
条
例

４

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

５

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例

６

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

７

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

８

金
属
く
ず
取
扱
業
に
関
す
る
条
例

９

徳
島
県
立
自
然
公
園
条
例

徳
島
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例

10

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例

11

徳
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

12

徳
島
県
自
然
環
境
保
全
条
例

13

徳
島
県
屋
外
広
告
物
条
例

14

徳
島
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例

15

河
川
法
施
行
条
例

16

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

17

砂
防
法
施
行
条
例

18

徳
島
県
希
少
野
生
生
物
の
保
護
及
び
継
承
に
関
す
る
条
例

19

徳
島
県
統
計
調
査
条
例

20

徳
島
県
暴
力
団
排
除
条
例

21

徳
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例

22

徳
島
県
行
政
不
服
審
査
会
設
置
条
例

23

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

24

徳
島
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

25



徳
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
条
例

26

徳
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例

27

徳
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例

28

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例

29

徳
島
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例

30

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
暮
ら
し
や
す
い
徳
島
づ
く
り
条
例

31
二

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
等
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
工
業
用
水
道
事
業
料
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
号
）

一

阿
南
工
業
用
水
道
に
係
る
料
金
の
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

改
正
後
の
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
供
給
す
る
工
業
用
水
に
係
る
料
金
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
供
給
し
た
工
業
用
水
に
係
る
料
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
し
た
。

●

徳
島
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
号
）

一

徳
島
県
立
中
央
病
院
の
精
神
病
床
の
数
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
号
）

一

法
人
の
県
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
の
特
例
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
間
を
令
和
十
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

自
動
車
税
の
減
免
の
申
請
の
際
に
運
転
免
許
証
の
提
示
を
求
め
る
手
続
に
つ
い
て
、
運
転
免
許
証

と
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
一
体
化
の
開
始
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
令
和
七
年
三

月
二
十
四
日
か
ら
、
三
に
つ
い
て
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
一
号
）

一

本
人
確
認
情
報
及
び
附
票
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
と
し
て
新
た
に
設
け

ら
れ
た
準
法
定
事
務
と
条
例
に
お
け
る
独
自
利
用
事
務
と
の
重
複
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う

こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
二
号
）

一

個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
と
し
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
準
法
定
事
務
と
条
例
に

お
け
る
独
自
利
用
事
務
と
の
重
複
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
三
号
）



一

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た

。
二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
四
号
）

一

土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
係
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
本
県
に
お
け
る
宅
地
造
成

及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
に
基
づ
く
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
の
指

定
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

排
出
水
の
規
制
基
準
に
つ
い
て
、
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
及
び
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
許
容
限
度

を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

汚
水
等
の
要
件
及
び
排
出
水
の
規
制
基
準
に
係
る
水
の
汚
染
状
態
を
示
す
項
目
に
つ
い
て
所
要
の

整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
四
の
一
部
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
、
二
及
び
三

並
び
に
六
の
一
部
に
つ
い
て
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

一
及
び
二
の
一
部
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

と
く
し
ま
こ
ど
も
未
来
会
議
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
五
号
）

一

と
く
し
ま
こ
ど
も
未
来
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
児
童
福
祉
法
、
児
童
虐
待
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関

す
る
法
律
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
調
査
審
議
事
項
を
所
掌
す
る
こ
と
と
し
た

。
二

会
議
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

三

会
議
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
会
議
の
決
議
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
五
の
１
の
一
部
に

つ
い
て
は
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

２

徳
島
県
社
会
福
祉
審
議
会
設
置
条
例

３

徳
島
県
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
条
例

●

徳
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
及
び
徳
島
県
青
少
年
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
の
推

進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
六
号
）

一

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信

者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

２

徳
島
県
青
少
年
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅

い
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



●

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
七
号
）

一

一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
医
師
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
八
号
）

一

医
師
修
学
資
金
の
返
還
の
債
務
を
免
除
す
る
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

一
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
以
後
に
大
学
を
卒
業
し
た
者
に
係
る
医
師
修
学
資
金
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
大
学
を
卒
業
し
た
者
に
係
る
医
師
修
学
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

●

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
条
例
第
十
九
号
）

一

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
に
つ
い
て
、
就
労

選
択
支
援
の
創
設
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た

。

●

徳
島
県
手
話
言
語
条
例
（
条
例
第
二
十
号
）

一

目
的

こ
の
条
例
は
、
手
話
が
言
語
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
手
話
に
対
す
る
理
解
の
促
進
及
び
手
話
の

普
及
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
県
の
責
務
並
び
に
県
民
、
事
業
者
及
び
ろ
う
者
等
の
役

割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
手
話
に
対
す
る
理
解
の
促
進
及
び
手
話
の
普
及
に
関
す
る
施
策
の

基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
手
話
に
対
す
る
理
解
の
促
進
及
び
手
話
の
普
及
に
関
す

る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
手
話
を
使
用
し
て
意
思
疎
通
を
行
う
権
利
が
尊

重
さ
れ
、
ろ
う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
者
と
が
互
い
に
理
解
し
、
尊
重
し
合
い
な
が
ら
安
心
し
て
暮
ら

す
こ
と
の
で
き
る
共
生
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

基
本
理
念

手
話
に
対
す
る
理
解
の
促
進
及
び
手
話
の
普
及
に
関
す
る
基
本
理
念
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

県
の
責
務
並
び
に
県
民
、
事
業
者
及
び
ろ
う
者
等
の
役
割

手
話
に
対
す
る
理
解
の
促
進
及
び
手
話
の
普
及
に
関
す
る
県
の
責
務
並
び
に
県
民
、
事
業
者
及
び

ろ
う
者
等
の
役
割
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

徳
島
県
障
が
い
者
施
策
基
本
計
画

県
は
、
徳
島
県
障
が
い
者
施
策
基
本
計
画
に
お
い
て
、
手
話
に
対
す
る
理
解
の
促
進
及
び
手
話
の

普
及
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

手
話
を
学
ぶ
機
会
の
確
保

１

県
は
、
県
民
の
手
話
を
学
ぶ
機
会
の
確
保
を
図
る
た
め
、
市
町
村
、
ろ
う
者
等
そ
の
他
の
関
係

者
と
連
携
し
て
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

県
は
、
県
の
職
員
に
対
し
、
手
話
を
学
ぶ
機
会
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

学
校
に
お
け
る
手
話
の
普
及

１

県
は
、
ろ
う
者
で
あ
る
幼
児
、
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
（
以
下
「
ろ
う
児
等
」
と
い
う
。
）
が

通
学
す
る
学
校
の
教
職
員
が
手
話
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
施
策



を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

県
は
、
ろ
う
児
等
が
学
校
生
活
を
送
る
上
で
必
要
と
な
る
手
話
に
関
す
る
支
援
の
た
め
に
必
要

な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

県
は
、
学
校
に
お
け
る
手
話
の
普
及
に
関
す
る
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
学
校
に
対
し
、
必
要

な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

七

事
業
者
へ
の
支
援

県
は
、
手
話
の
使
用
に
配
慮
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
手
話
を
使
用
し
や
す
い
職
場
環
境
の
整

備
に
関
す
る
取
組
を
行
う
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

八

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

九

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
利
子
補
給
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
二
十
一
号
）

一

徳
島
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
利
子
補
給
基
金
に
処
分
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
と
し

た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
二
号
）

一

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
手
数
料
を
定
め

る
こ
と
と
し
た
。

１

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
許
可
及
び
工
事
の
計
画
の
変
更
の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

２

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
中
間
検
査

３

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
許
可
及
び
工
事
の
計
画
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

二

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規

制
法
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
係
る
手
数
料

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
腕
山
放
牧
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
三

号
）

一

徳
島
県
腕
山
放
牧
場
の
利
用
を
制
限
す
る
期
間
を
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と

と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
農
林
水
産
業
未
来
創
造
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
四
号
）

一

題
名
を
「
徳
島
県
農
林
水
産
業
未
来
投
資
基
金
条
例
」
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

徳
島
県
農
林
水
産
業
未
来
投
資
基
金
に
つ
い
て
、
人
口
の
減
少
に
伴
う
農
林
水
産
業
者
の
減
少
、

気
候
の
変
動
そ
の
他
の
農
林
水
産
業
を
め
ぐ
る
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
良
質
な
農
林
水
産
物
が
合

理
的
な
価
格
で
安
定
的
に
供
給
さ
れ
、
か
つ
、
県
民
一
人
一
人
が
こ
れ
を
入
手
で
き
る
状
態
を
確
保

す
る
た
め
、
意
欲
あ
る
農
林
水
産
業
者
が
行
う
そ
の
経
営
の
強
化
に
つ
な
が
る
取
組
を
支
援
す
る
こ

と
に
よ
り
、
農
林
水
産
業
の
生
産
力
を
増
進
し
、
も
っ
て
未
来
に
承
継
す
る
こ
と
が
で
き
る
農
林
水



産
業
を
実
現
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
五
号
）

一

知
事
は
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の

（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
県
が
管
理
す
る
漁
港
施
設
の
う
ち
椿
泊
漁
港
に
新
設
す
る

荷
さ
ば
き
所
（
以
下
「
指
定
管
理
漁
港
施
設
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と

と
し
た
。

二

指
定
管
理
者
は
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

１

指
定
管
理
漁
港
施
設
の
運
営
に
関
す
る
業
務
（
指
定
管
理
漁
港
施
設
の
管
理
に
関
す
る
業
務
と

一
体
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

２

指
定
管
理
漁
港
施
設
の
施
設
等
の
維
持
管
理
（
知
事
が
指
定
す
る
補
修
等
を
除
く
。
）
に
関
す

る
業
務

３

四
の
利
用
の
許
可
に
関
す
る
業
務

４

六
の
利
用
料
金
に
関
す
る
業
務

５

そ
の
他
指
定
管
理
漁
港
施
設
の
管
理
に
関
し
知
事
が
必
要
と
認
め
る
業
務

三

指
定
管
理
漁
港
施
設
の
供
用
し
な
い
日
及
び
供
用
時
間
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

指
定
管
理
漁
港
施
設
の
一
部
の
施
設
（
以
下
「
利
用
施
設
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
指
定
管
理
者
の
許
可
（
以
下
「
利
用
の
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
し
た
。

五

利
用
の
許
可
の
制
限
、
利
用
の
許
可
の
取
消
し
等
及
び
指
定
管
理
漁
港
施
設
へ
の
立
入
り
の
禁
止

等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

六

利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
利
用
施
設
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。

）
を
指
定
管
理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

七

利
用
料
金
の
額
の
定
め
方
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

八

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

九

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め

る
日
（
一
部
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
六
号
）

一

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
手
数
料
を
定
め

る
こ
と
と
し
た
。

１

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
許
可
及
び
工
事
の
計
画
の
変
更
の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

２

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
中
間
検
査

３

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
許
可
及
び
工
事
の
計
画
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

二

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

三

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
に
係
る
手
数
料
及
び
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計

画
の
認
定
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
認
定
に
係
る
手
数
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
係
る
手
数
料
等
に
つ
い
て
所
要
の



改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

六

建
築
士
事
務
所
の
登
録
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

七

建
築
士
事
務
所
の
変
更
の
届
出
に
伴
う
登
録
に
係
る
手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

八

宅
地
建
物
取
引
業
の
免
許
の
申
請
に
対
す
る
審
査
等
の
手
数
料
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

九

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

十

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
に
つ
い
て
は
公

布
の
日
か
ら
、
五
の
一
部
、
六
及
び
七
に
つ
い
て
は
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
七
号
）

一

県
立
学
校
の
職
員
の
定
数
を
二
千
五
百
三
十
九
人
に
、
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
四
千
七
百
二

十
九
人
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
学
校
使
用
料
、
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
八
号
）

一

入
学
若
し
く
は
進
級
、
転
学
又
は
編
入
学
に
よ
り
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に

在
学
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
に
納
付
す
る
授
業
料
は
、
当
該
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
に

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
三
号
）

一

旅
館
業
許
可
申
請
書
等
の
様
式
に
つ
い
て
、
旅
館
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う

こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

特
別
職
の
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則

第
十
四
号
）

一

新
た
に
設
置
さ
れ
る
徳
島
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の

額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

国
民
健
康
・
栄
養
調
査
員
の
報
酬
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

徳
島
県
病
院
調
整
監
等
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
五
号
）

一

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
六
号
）

一

証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
規
定
に
基
づ
く

次
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
証
紙
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

１

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
許
可
申
請
手
数
料



２

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
計
画
変
更
の
許
可
申
請
手
数
料

３

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
中
間
検
査
手
数
料

４

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
許
可
申
請
手
数
料

５

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
計
画
変
更
の
許
可
申
請
手
数
料

三

徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
規

定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
申
請
手
数
料
に
つ
い
て
、
証
紙
に
よ
り
徴
収
す
る

こ
と
と
し
た
。

四

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
等
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
及
び
三
に
つ
い

て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


